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令和６年度第２回門真市都市計画公聴会の 

公述人の意見に対する門真市の考え方 

公聴会において公述人から述べられた意見のうち、今回決定及び変更しようとする都市計画に関

するものに対しての門真市の考え方は、次のとおりです。 

公述人 都市計画案に係る意見の概要 意見に対する門真市の考え方 

Ａ ●今回提案されている北島西・北地区の市街

化区域編入に伴う関連都市計画案ですが、示

されている地域が北島西・北、千石西・東

町、三ツ島と３地域にも及び、それぞれが市

南西部の将来のまちづくりにとって極めて重

要であるのに、地域名すら示さず関連都市計

画案で一括りにし、まともに市民の目に触れ

させず進める市民軽視の名称は納得できない

し、３つ別々に都市計画審議をすべきです。

少なくとも、今からでも３地区名を示した名

称に改めるべきです。 

●「北島西・北地区の市街化区域編入に伴う

関連都市計画（案）について」は説明会にて

お示しした資料の表題であり、都市計画の案

については、北島西・北地区の市街化区域編

入に伴って決定及び変更されるものでありま

す。 

 今後予定されている、都市計画法第 17条

に規定する都市計画の案の縦覧の際には、法

令に基づき都市計画の種類のほか、都市計画

を定める土地の区域（町丁目単位）等を公告

し縦覧に供します。 

 また、門真市都市計画審議会においては都

市計画の種類ごとに付議し、審議されること

になります。 

●北島西地区の市街化区域編入についてで

す。第二京阪道路ができるまでの北島市街化

調整区域は、低湿地帯に広がる水田と蓮田、

水路、灌木と沼池、まさに門真の原風景その

ものでした。ところが、第二京阪道路完成

後、道路の東側は、コンクリートの塊のよう

な巨大な物流倉庫群に変わってしまいまし

た。そして今度は、西側を新たな産業ものづ

くり企業誘導ゾーンにする計画です。物流機

能や市内ものづくり機能を全否定するつもり

はありませんし、今回の提案の中に農地ゾー

ンとして事業区域北東部の既存の水路沿いに

配置し、門真の原風景を維持・保全とありま

す。しかし、これでは原風景が現状の 10％

どころか、北島西・北区域に数％残るかどう

かになってしまいます。北島西地区にある、

現在シルバー人材センターのみなさんが市の

所有する荒れ地となった耕地を蓮田に復元し

ていただいた場所を中心に地権者任せでな

く、行政が原風景とレンコンを保存する立場

から、農業公園をつくり、市民も巻き込んだ

レンコン栽培の世代継承、レンコンに関する

●門真市都市計画マスタープランにおいて、

北島西・北地区については、農地の保全に配

慮しつつ、土地区画整理事業等により農地と

宅地をそれぞれ集約する等、土地利用の混在

を防止し、市街化区域への編入に努めるとし

ておりますので、地権者等の意向を踏まえた

上で、農地等の土地利用を希望される地権者

につきましては、集約、再配置するなど、生

産緑地として農地の保全に努めてまいりたい

と考えております。 
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資料館など門真の原風景の保存を市として積

極的に取り組むべきです。 

●北島北地区の市街化区域編入についてで

す。現在の市民プラザの用地を軸とした賑わ

い交流施設用地の施設配置は、スポーツ関連

機能、コミュニティ機能とありますが、市民

プラザの生涯学習施設は、移転すべきではあ

りません。なぜかというと、163号線以南の

市民にとっては、ちょうど真ん中あたりに位

置しているからです。三ツ島の水桜小学校、

旧砂子小学校跡地は、大東市との境界に近く

位置しています。誰もが利用しやすい位置で

あることが求められる施設を財政的視点だけ

で一方的に移転すべきではありません。施設

配置想定で、スタジアム・アリーナ・プール

まではいいですが、スポーツショップなどは

必要ありません。アリーナとプールは、併設

すればどうでしょうか。それと民間丸投げは

あきません。民間事業施設は、採算が合わな

いと撤退します。門真市立体育館のトレーニ

ング室は、隣接する大手スポーツ関連事業者

の施設を利用することを前提に整備されまし

た。ところが隣接していた事業者が撤退して

しまいました。結果、市民から今、市民体育

館のトレーニング室の充実を求める声が私の

もとにも寄せられています。スポーツショッ

プなどの設置は必要ありません。先の話とも

関連しますが、採算が合わないと企業は撤退

します。撤退後、未来永劫、スポーツ関連シ

ョップが入店する保証などどこにもありませ

ん。市民の財産である市民プラザの用地は、

売却せず借地にすべきです。 

●生涯学習施設については、門真市公共施設

再編計画において、令和８年度に旧砂子小学

校、旧脇田小学校、第四中学校が再編・統合

され義務教育学校が開校することに伴い、生

涯学習センター・青少年活動センター等があ

る市民プラザや南部市民センターなどの機能

を、現水桜小学校跡地に集約化することとし

ております。 

 また、民間施設等の土地利用計画や機能に

ついては、今後門真市北島西・北周辺土地区

画整理準備組合（以下、「準備組合」とい

う。）において業務代行予定者や地権者等と

協議をした上で決定されるものであります。 

●門真団地建替え事業に伴う、余剰地活用と

して子育て世帯定住促進防災公園等整備ゾー

ンについて４点述べます。 

１点目は、住宅サービス機能ゾーンとなっ

ている余剰地①の千石東町に、住民が避難で

きる一定規模の公園が欲しいです。現在、門

真市内で災害時の一時避難地は学校や 2,000

㎡以上の中規模公園などですが、千石東町だ

け民間スーパーの駐車場です。同施設の地権

●業務代行予定者の提案では、子育て世帯定

住促進防災公園等整備ゾーンにて、防災公園

用地を設けることとなっております。 

なお、土地利用計画や機能については、今

後準備組合において業務代行予定者や地権者

等と協議をした上で決定されるものでありま

す。 

また、騒音や大気汚染等の環境対策や道路

交通計画については、今後土地利用計画が具
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者や事業者の好意で利用させていただいてい

るのはありがたいのですが、駐車場は、災害

時であっても車の出入りがあります。一時避

難地の安全確保として適切でしょうか。ま

た、千石東町からこれから建てられる水桜小

学校、旧脇田小学校に避難する場合、避難経

路が狭く危険です。今回の提案で、千石西町

側に余剰地②防災機能とありますが、千石東

町と千石西町との境界は道路幅員 32ｍ、４

車線の第二外環状都市計画道路寝屋川大東線

の計画が示されており、これまた避難経路と

して適切ではありません。ぜひ余剰地①に

2,000㎡以上の中規模公園をつくることを求

めます。 

２点目に、防災機能エリアについてです。

この防災機能エリアは、周辺地域住民にとっ

てだけでなく、市内で大規模な災害が発生し

た場合、国道 163号以南地域の救出救助活動

拠点になります。しっかりと役割を果たせる

ことを求めると同時に、平時は、地域の子ど

もさんから高齢者まで各世代が憩える場にな

ることを願っています。施設配置として、グ

ランド、テニス、体育館とあります。門真市

公共施設再編計画の検討項目として、門真市

立テニスコート青少年運動広場管理棟につい

て、44.5％の縮小検討、総合判定移転、集

約、民営化とありますが、市立テニスコート

の５面は予約するのも大変で、土日祝祭日は

抽選で一苦労する状況です。テニスコートを

増やすことを求めます。現在の三ツ島のテニ

スコート部分は売却しその財源を余剰地②に

活用、青少年運動広場は残すこと併せて求め

ておきます。体育館については、にぎわい交

流拠点形成ゾーンにアリーナを配置するなら

必要ないと考えます。 

３点目に、余剰地③の用途を近隣商業地域

にすることについてです。同地域に隣接する

三ツ島４丁目・６丁目は買い物不便地域であ

ることから、できるだけ西側に誘致して欲し

いと思います。 

４点目に、大阪府の都市計画道路寝屋川大

体化された際に、準備組合において、道路管

理者や警察など関係機関と協議を行い決定さ

れていくものであります。 
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東線の整備概要に国道 1号と第二京阪道路を

接続することにより、広域的な幹線道路ネッ

トワークの形成とあります。同道路による地

域分断、地域の環境に与える影響が心配で

す。大阪から公害をなくす会が 2021年に実

施したソラダス 2021の結果で、門真市も中

央環状線沿線は高い数値を示し、第二京阪道

路沿線交差点部分は、高濃度の二酸化窒素を

検出しています。将来、都市計画道路寝屋川

大東線の延伸計画が進み自動車の通行量が増

加することは間違いありません。そうする

と、騒音や大気質の悪化による健康被害が道

路沿線住民だけでなく、広範囲に広がると考

えます。防音壁などの騒音対策、緑地帯の十

分な確保、歩行者の安全対策など、しっかり

とした対策を求めておきます。 

●三ツ島６丁目地区を現在の第一種中高層住

居専用地域から第二種住居地域への用途変更

についてです。変更理由に、公共施設再編な

どに向け、廃校となる水桜・旧砂子小学校跡

地にて有効な土地利用の促進を図るためとあ

ります。門真市公共施設再編計画による近隣

公共施設機能の集約化、具体的には、市民プ

ラザの生涯学習センター図書館分室などや南

部市民センターを移転させるものです。私は

移転そのものに反対です。もし仮に、移転す

るのに、何も用途地域変更の必要はありませ

ん。なぜ変更か、それはグランド部分を売却

することが前提としか考えられません。三ツ

島６丁目住民にとっては、災害発生時の避難

場所が無くなることを意味します。また、第

一種中高層住居専用地域と第二種住居地域と

の違いですが、近隣住民にとって現在の静か

な住環境から騒音や人通りが増えるなど、住

環境の悪化が危惧されます。以上のことか

ら、用途変更は納得できません。 

●門真市公共施設再編計画において、令和８

年度に旧砂子小学校、旧脇田小学校、第四中

学校が再編・統合され義務教育学校が開校す

ることに伴い、生涯学習センター・青少年活

動センター等がある市民プラザや南部市民セ

ンターなどの機能を、現水桜小学校跡地に集

約化することとしております。今回の用途地

域変更については、第二種住居地域に変更す

ることにより、それらの機能を持つ建物を建

てられる又は用途変更できるようにするため

に行うものです。 

●三ツ島６丁目一団地の住宅施設の変更です

が、この変更については、市営三ツ島住宅の

縮小や廃止などの可能性を危惧します。建築

基準法第 86条第 1項等の規定に基づく一団

地認定は、令和５年６月 国土交通省住宅局

●今回の都市計画変更については、都市計画

法第 11条第１項第８号に規定する一団地の

住宅施設の都市計画を廃止するものであり、

市営三ツ島住宅が縮小や廃止されるものでは

ありません。 
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市街地建築課が示した一団地の総合的設計制

度等の解説で、一団地認定の活用ケースとし

て、一団地認定については一団の土地の区域

に建てられる一又は二以上の建築物の新築、 

建替、増築、改築、移転、大規模の修繕又は

大規模の模様替えをする場合に活用すること

が可能などとありました。私は、移転という

ところが気になりました。先ほど、千石西町

の余剰地③の用途を近隣商業地域にすること

について述べました。一般的に食品スーパー

などの商圏、後背地は徒歩 10分圏内にどれ

だけの人が住んでいるかが重要と言われてい

ます。市として商業施設を誘致するために

も、後背地にあたる市営三ツ島住宅の縮小や

廃止ではなく、他の自治体で実施されている

裁量階層の対象範囲見直し、収入基準を引き

上げるなど住宅の世代構成の多様化をすすめ

る独自条例を策定してはどうでしょうか。そ

うすれば、若い世代から働き盛りのみなさん

を含め、定住促進に繋がるのではないでしょ

うか。 

 なお、今回の都市計画変更は建築基準法第

86条に規定する一団地認定とは関係ありま

せん。 

●水桜小学校跡地への近隣公共施設機能の移

設に伴う周辺地域への交通等の影響について

危惧します。近隣住民の生活環境の悪化・歩

行者への安全対策など特段の配慮が必要と考

えます。 

●道路交通計画については、今後土地利用計

画が具体化された際に、準備組合において、

道路管理者や警察と協議を行い決定されてい

くものであります。 

●まちづくり事業を進めるにあたっての市民

参加の問題です。門真市は、市民の声を聞く

ことや市民への説明責任に対して、余りにも

おざなりです。以前、門真千石西町住宅第４

期建替え工事終了に伴い生まれる、余剰地の

活用を検討の際、門真南東部地域の今後のま

ちづくりにとって極めて大切であるにもかか

わらず、地域住民の声を聞かないで進めよう

として住民からの反発などもあり、しぶしぶ

自治会を対象に説明会を開きました。先日

11月 23日の北島西・北地区の市街化区域編

入に伴う都市計画決定及び変更を行うため、

都市計画の案に関する説明会、11月 29日か

ら 12月 12日までの東部大阪都市計画地区計

画の原案の縦覧、そして今日の公聴会で済ま

●今回の都市計画の案については、パブリッ

クコメント等を経て策定された上位計画等を

もとに作成されたものであります。都市計画

に関する説明会を開催する予定はございませ

んが、事業に関する説明会の開催については

準備組合等と協議してまいりたいと考えてお

ります。 

また、市民の要望等については、適切に対

応してまいります。 
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せようとしています。近隣市の四條畷市で

は、市民にとって重要な公共施設再編案につ

いて、市民アンケートを踏まえ、市民参加の

ワークショップを 11回、市長との意見交換

会 25回のべ 662人参加、市民意見募集２回

のべ 223人からの意見が寄せられたそうで

す。そして、公共施設再編検討会が８回開催

されました。こちらも市民参加です。門真市

と事業者が住民の意見も説明も十分にしない

で、門真市の将来のまちづくりにとって、重

要な事業をどんどんと進めることは許されま

せん。今後とも、市民にしっかり事業内容を

伝え、真摯に市民の声を聞き、まちづくりを

することを求めておきます。 

●財政問題について述べます。区画整理事業

でこれだけたくさんの事業を、業務代行者か

ら提案されている内容を都市計画の変更で進

められるとすれば、市財政にも大変深刻な影

響があると危惧します。本当に大丈夫なんで

しょうか。どれだけの事業費を見込まれてい

るのでしょうか。 

昨日、門真市議会で、古川橋駅北側に建設

中の 41階建て民間タワーマンションに対す

る 45億円の助成金支出など、まちづくりの

無駄遣いについて一般質問が行われていまし

た。その中で、財政が苦しいと言いながら助

成金に対する効果額も示さない、財政部局は

チェックも行わない、広く市民に周知しな

い、問題・疑問だらけのゼネコンや不動産会

社だけが大儲けする民間タワーマンションへ

の助成金は抜本的な見直しを、とありまし

た。答弁で市長をはじめ誰も、費用対効果に

ついて説明ができませんでした。 

今回の北島西・北地区の市街化区域編入に

伴う関連都市計画が、地権者のみなさんの不

利益にならないことと同時に、市民の税金が

無駄に決して使われないこと、将来に禍根を

残さないまちづくりを願います。 

●市財政に対するご意見として捉えさせてい

ただきますが、土地区画整理事業に対する補

助金については、設立予定の土地区画整理組

合との協議の上、国の補助金制度を活用しな

がら適切に執行してまいります。 

公述人 都市計画案に係る意見の概要 意見に対する門真市の考え方 

Ｂ ●区域内で 40年ぐらい商売しており、建物

の老朽化による設備の投資や補修をした直後

●移転に伴う損失補償については、準備組合

と協議してください。 
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に計画について知りました。計画についても

っと早く知っていれば、設備投資や建物の補

修をしなくても済んだのかもしれません。 

家族で商売をしており、今後の働ける年数

を逆算すると、現状維持が一番助かるが、代

替地をもらって移転したところで、あと何年

仕事できるかを考えていくと、すごく無駄な

ことだと思っております。 

そこで個人が吐き出し、もしくは借金しな

ければならないとなると、その金額は多分出

てこないと思うのですが、それを踏まえて、

計画変更というのは可能なのか、そのことが

一番不安として残っています。 

 都市計画の案については、引き続き法令に

基づく手続きを適切に進めてまいります。 

 


